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① 

② 

③ 

保険料算定見込額 

保険料率 

概算保険料額 

【雇用保険分】の概算は、いずれも［基礎賃金集計表（雇用保険）］

タブのデータが連動します。 ※詳細 P3 

［労働保険申告書資料］タブ内で修正を行うことはできません。 

 

労働保険申告書資料の改定対応 

厚生労働省「令和４年度の労働保険年度更新申告書の書き方」に基づく各種改定に対応するメンテナ 

ンスを実施いたします。                   メンテナンス実施：2022/5/25(水) 

労働保険申告書資料タブ 

労働保険申告書資料 

の変更点 （１）

① ② ③ 

⑤ ④ 

⑥ 

⑦ 

おもな 

変更点 

～［労働保険申告書資料］タブ P1-2 

各種項目追加および出力レイアウト変更 

～［基礎賃金集計表（雇用保険）］タブ P3 

年度内２度（４月、１０月）の雇用保険料率改定への対応 

New New 
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④ 充当意思 

充当を行う場合（確定保険料額が申告済概算保険料額を下回る場

合）に以下のいずれかから選択します。 

選択された項目によって充当額が変動します。 

1.労働保険料のみ充当 

2.一般拠出金のみ充当 

3.労働保険料及び一般拠出金に充当 ※初期値 

⑤ 還付請求 

還付請求を行う場合（確定保険料額＋充当額が申告済概算保険料

額を下回る場合）に以下のいずれかから選択します。 

選択された項目によって還付額および充当額が変動します。 

・充当を優先（残額は還付）※初期値 

・充当しない（全額を還付） 

⑥ 還付額 
集計項目となり修正が行えなくなります。 

また「不足額」欄とレイアウトが入れ替わります。 

⑦ 
労働保険料の期別納付

額 

申告書のフォームに合わせ文言およびレイアウトが変更されま

す。 

また、３分割する場合の「労働保険料充当額（旧称：充当額）」は

集計項目となり修正が行えなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働保険申告書資料の改定対応 
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① 保険料算定基礎額 

賃金の合計（Ａの値）を元に 1→2の式で自動算出されます。任意の

値に修正を行う事も可能です。 

【4月 1日～9月 30 日】欄 

 1, Ａ÷1,000＝Ｚ 小数点以下切り捨て 

 2, Ｚ÷2 小数点以下切り上げ  

【10 月 1 日～3月 31 日】欄 

 1, Ａ÷1,000＝Ｚ 小数点以下切り捨て 

 2, Ｚ÷2 小数点以下切り捨て 

※いずれも令和４年の場合 

② 保険料率 
各期間の雇用保険料率（/1000）を直接入力します。 

この率を①の基礎額に乗じた値が概算保険料額となります 

③ 合計 
算出された額が［労働保険申告書資料］タブの雇用保険分概算へ連

動します。 ※P1①③ 

以上 

労働保険申告書資料の改定対応 

基礎賃金集計表（雇用保険）タブ の変更点 （２）

① ② 

③ 

A 

②保険料率の初期値はゼロです（保険料額表

から連動しません）。 

労働保険申告書資料の作成前に必ず保険料

率を直接入力してください。 

画面右に【概算保険料(雇用保険分)算定内訳】欄が追加されます 

Ｎｅｗ 


